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④　授業への出席
履修した科目の授業には，必ず出席してください。
やむを得ず（例えば，体調不良や冠婚葬祭など）授業を欠席する場合には，事前でも事後でも，

休んだ分の「学修」をどのようにすれば良いかを科目担当者に必ず確認して，欠席分の学修を行う
ことが必要です。

また，本学部では「公欠」や「忌引き」という扱いはなく，「欠席」と同様の扱いになります。
正当な理由がなく，無届で，長期にわたり欠席した者は，除籍の対象者となりますので注意が必

要です。

期 限 の 厳 守

授業科目担当教員や教務課から，履修登録，レポートや製図の提出などを求めるときには，
登録期限や提出期限が定められているので，それらの期限を厳守しなければなりません。
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１　履 修 要 綱

①　授業科目の区分
授業科目は，１年次から始まって卒業年次まで，定められた学年次に順序を立てて配当されてお

り（履修順序），その授業科目の配当の全体を教育課程（カリキュラム）といいます。
授業科目をカリキュラム上で区分すると次のようになります。
⑴　全学共通教育科目
⑵　教養科目
⑶　外国語科目
⑷　体育科目
⑸　自然科学科目
⑹　専門教育科目

②　授業科目の設置条件
必修・選択必修・選択科目は次のようになります。
⑴　必 修 科 目 各学科において，その単位修得が義務づけられている授業科目で，卒業するた

めには必ずその単位を修得しなければなりません。
⑵　選択必修科目 各学科において，授業科目の選択必修科目から定められた条件により，指定さ

れた単位数を必ず修得しなければなりません。
⑶　選 択 科 目 各人の希望により選択履修する授業科目で，単位修得は義務づけられていま

せん。

③　設置学年次
各授業科目は，その開講される学年次が定められ，順序を立てて，科目が関連づけられて学修で

きるようになっています。したがって，該当学年次に設置された授業科目（再履修の場合は，自身
の学年次より下級学年次に設置された授業科目，又は，時間割上でＢの記号が付されている授業科
目）を履修するのが原則となります。

④　授業の形態
⑴　通 年 科 目　　１年間（30週）にわたって授業が行われる授業科目。原則として前学期７〜

８月及び後学期１〜２月の２回定期試験が行われます。
⑵　前学期科目　　前学期半年間（15週）に行われる授業科目。

前学期（７月下旬〜８月上旬）に定期試験が行われます。
⑶　後学期科目　　後学期半年間（15週）に行われる授業科目。

後学期（１月下旬〜２月上旬）に定期試験が行われます。
他に，休業中などの一定期間に集中して授業を行う集中講義科目や，隔週に授業が行われる隔週
講義科目があります。

３　授 業 科 目
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